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令和６年４月１日から、市内における公共施設の使用料が改定されることになりました。
使用料金は、平成１８年度に見直しを行って以来、据え置きとなっておりましたが、公費負担・受益者負担の適正化に向けた見直しが
必要となったものです。
公共施設などの維持管理にかかる費用は、施設利用のサービスを受ける利用者からの使用料により、その一部を補っています。施設

利用者として、使用料は当然安価であることが望まれますが、使用料で賄いきれない維持管理経費は、施設を利用していない市民等の
税金などで賄われています。今回の見直しは、施設利用者と施設を利用していない者との負担の公平性や受益者負担の適正化の観点か
ら行なわれるものですので、ご理解をお願いします。

〇「登米市公の施設使用料の減免等に関する規則」に規定する一部の減免団体及び減免割合の
見直しが行われます。

〇減免団体に限らず行われる無償のボランティア活動のうち、一定の要件を満たす場合は、使用料を
減免することができる規定が新たに追加されます。

〇「登米市公の施設使用料の減免適用団体登録要綱」を令和５年度をもって廃止し、申請受付は
令和６年２月末で終了します。なお、

https://www.city.tome.miyagi.jp/
くらしの情報 → 住まい・生活環境 → 公の施設利用について → 公の施設使用料等の

見直しについて
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※これまで通り、有料、５割減免でご利用の団体については、付帯料（冷暖房料）含みの
利用料金となります。
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団体名

東和よさこいサークル

錦織生花愛好会

手芸サークル和みの会

フラ アロハ

東和町郷土史研究会

錦織地域振興会組織加入団体で
4/1～新たに有料となる団体一覧


